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第１章 基本的事項 
 

１．計画策定の趣旨 

○ 本県では、安全安心な暮らしに向けた、一人ひとりの健康づくりと地域における保

健医療の提供を目的として、医療法第30条の４に基づく「第７次熊本県保健医療計画」

（計画期間：平成30（2018）年度から令和５（2023）年度までの６年間）を策定し、

関係者と連携してその推進に取り組んでいます。 

○ こうした中、平成30（2018）年７月に医療法が改正され、医師偏在対策の強化及び

外来医療の確保を図るため、都道府県において新たに計画を策定することとされまし

た。 

○ そのため、本県では、地域の実情を踏まえた医師の地域偏在対策及び外来医療の不

足・偏在等への対策を進めるため、熊本県医師確保計画及び熊本県外来医療計画を策

定します。 

 

２．計画の位置付け 

○ 「第７次熊本県保健医療計画」の一部として、医療法第 30条の４第２項第 10号及

び第11号に規定する「医師の確保に関する事項」及び「外来医療に係る医療提供体制

の確保に関する事項」について定めるものです。 

 

３．計画の期間 

 ○ 令和２（2020）年度から令和５（2023）年度までの４年間とします。 
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第２章 熊本県医師確保計画 

第１部 地域医療を担う医師の確保 
 

１．現状・課題 
○ 本県の医療施設に従事する医師数（平成 28（2016）年：5,001人）については、その

６割が熊本市に集中しています（図１参照）。平成 18（2006）年から平成 28（2016）年

の間に熊本市内の医師数が521人増加したのに対し、熊本市外の医師数は74人の増加に

留まっており、医師数の地域偏在は拡大傾向にあります（表１・表２参照）。また、地域

で勤務する医師のうち、65歳以上の割合は年々高まっており、高齢化の傾向にあります

（図２参照）。【平成30年三師調査結果に差し替え】 

○ 医師がへき地①等の医療機関への従事を敬遠する理由としては、専門医②志向の高まり

や勤務環境、生活環境に関する不安が挙げられます。また、20代の若手医師については、

専門医資格の取得、更新に対する不安など、地域におけるキャリア形成に対する不安も

挙げられます。 

○ 地域の医療機関で勤務する自治医科大学卒業医師や医師修学資金③の貸与を受けた医

師は、令和元年度に21人となり、今後も増加が見込まれます。一方、これらの医師の中

には、地域勤務に不安を抱く医師もいることから、不安解消のための支援体制の強化等

が求められています。 

○ 本県の平成28（2016）年の医師全体に占める女性医師の割合は18.0％と年々増加傾向

にあり、特に 39歳以下の若年層では 31.4％となっています（図３・図４参照）。また、

自治医科大学卒業医師や学生、医師修学資金の貸与を受けた医師や学生に占める女性医

師の割合は約 40％となっており、地域で勤務する女性医師の就労継続に向けた環境整備

が求められています。【平成30年三師調査結果に差し替え】 

○ 平成 30（2016）年度からスタートした新たな専門医制度④については、令和２（2020）

年度から専攻医⑤の募集定員数について都道府県別・診療科別の上限（シーリング）が設

定され、本県においては、内科、精神科、整形外科、麻酔科についてシーリングが設定

されました。これらの診療科の医師は地域での需要も大きく、地域医療に与える影響も

大きいことから、令和３（2021）年度以降のシーリングの内容について一般社団法人日

                                                   
① へき地とは、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件に恵まれない山間地、離島その他の地域のうち医療の確保が困難
であって、「無医地区」、「準無医地区」及び「へき地診療所」の要件に該当する地域のことです。 

② 専門医とは、それぞれの診療領域における適切な教育を受けて十分な知識・経験を持ち、患者から信頼される標準的な医

療を提供できる医師のことです。 
③ 医師修学資金とは、県内の地域医療を担う医師を確保するため、将来、医師が不足している地域の病院等に医師として勤

務しようとする医学部生に対して貸与する修学資金のことです。大学卒業後の一定期間、知事が指定する病院等で勤務し

た場合は、修学資金の返還が全額免除されます。 
④ 新たな専門医制度とは、これまで各学会が独自に専門医を育成し、その能力を検証し、認証する仕組みを運用してきたた
め、第三者機関として設立された一般社団法人日本専門医機構が、専門医の認定と専門研修プログラムの認定を統一的に

行う新たな制度のことです。 
⑤ 専攻医とは、一般社団法人日本専門医機構の認定を受けた専門研修プログラムに登録し、実践中の医師のことです。 
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本専門医機構等の動きを注視する必要があります。 

 

【図１】県内の医療施設従事医師数（平成30年三師調査結果に差し替え） 

  

（厚生労働省「平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査」に基づき熊本県医療政策課作成）
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【表１】県内の医療施設従事医師数の推移※ 

（平成30年三師調査結果を挿入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表２】県内の人口10万人当たりの医療施設従事医師数の推移 

（平成30年三師調査結果を挿入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（［表１・表２］：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」を基に熊本県医療政策課作成） 
 ※ 旧城南町、旧富合町及び旧植木町についてな熊本市の合併前から熊本・上益城圏域（熊本市）に、
旧蘇陽町については旧矢部町及び旧清和村と合併して山都町となる前から熊本・上益城圏域（上益城）
に含めています。 
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【図２】熊本市・熊本市外における医師数及び65歳以上割合の推移 

（平成30年三師調査結果を挿入） 

 

 

 

【図３】県内の男女別・医師数の推移（全体）   【図４】県内の男女別・医師数の推移（39歳以下） 

（平成30年三師調査結果を挿入）               （平成30年三師調査結果を挿入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（［図２・図３］：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」を基に熊本県医療政策課作成） 

 

 

  



6 
 

【参考】厚⽣労働省が⽰した医師偏在指標等 

（１）医師偏在指標、医師多数区域・少数区域、目標医師数について 

・ 医師偏在指標とは、都道府県ごとの医師の偏在状況を相対的に比較することを目的に、

厚生労働省令に基づき医師数、医療需要、将来の人口・人口構成の変化、医師の性別・

年齢分布を基に算定される指標です（表３参照）。 

・ 医師多数区域及び医師少数区域は、全国の 335二次医療圏の医師偏在指標の値を一律

に比較したもので、上位33.3％が医師多数区域、下位33.3％が医師少数区域となります。

（表３参照） 

・ 同様に全国の47都道府県の医師偏在指標の値を一律に比較し、上位33.3％を医師多数

都道府県、下位33.3％を医師少数都道府県としており、本県は医師多数県となります。 

・ 医師偏在指標は全国の医師偏在の状況を相対的に示す指標であることから、医師確保

対策の実施にあたっては、指標のみに捉われず、地域の現状や課題をしっかりと分析す

る必要があります。 

・ また、厚生労働省が算定した目標医師数は、人口動態の変化を踏まえ、計画終了時点

で医師偏在指標の下位 33.3％に達するために必要な医師数として全国一律で算定された

指標であるため、あくまで参考値として取り扱い、引き続き地域の実情に応じた医師確

保対策を実施します。 

【表３】厚生労働省が示した医師偏在指標、医師多数区域・医師少数区域、目標医師数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※都道府県と二次医療圏を分けて算出しているため、二次医療圏の計と県全体の値は一致しない。 

 

（２）医師少数スポットについて 

・ 医師少数区域以外でより細かい医療ニーズに対応する必要がある場合、都道府県は、

二次医療圏より小さい単位の地域で、医師が局所的に少ない地域を医師少数スポットと

して設定することができます。 

平成28年の
医師数との差

全国平均 239.8 － － － － －

熊本県全体 255.5 14 － － 3,882 ▲ 1,119

熊本・上益城 336.2 20 ○ － 1,504 ▲ 1,668

宇城 146.9 269 － ○ 161 ▲ 13

有明 188.7 134 － － 209 ▲ 80

鹿本 170.3 190 － － 78 ▲ 19

菊池 162.0 221 － － 296 ▲ 26

阿蘇 167.9 201 － － 70 ▲ 16

八代 215.6 86 ○ － 210 ▲ 108

芦北 230.6 74 ○ － 81 ▲ 55

球磨 158.8 234 － ○ 149 ▲ 27

天草 165.6 210 － － 182 ▲ 49

圏域名

厚生労働省が算定した
目標医師数（※）医師少数

区域
医師多数
区域

全国順位医師偏在指標



7 
 

・ 本県における医師少数スポットは、現にへき地医療及び二次救急医療を担う医療機関

が存在し、それ以外の医療機関へのアクセスが困難な地域とし、具体的には次のとおり

とします。なお、熊本市内にはへき地診療所があるものの、県内の医師数の約６割が集

中し、他の医療機関へのアクセスが困難とは言えないことから、医師少数スポット設定

の対象外とします。（表４参照） 

【本県における医師少数スポットの設定基準】 

次の（１）～（３）のいずれか１つ以上を満たす医療機関の周囲４km以内 

（１）へき地診療所⑥ 

（２）へき地医療拠点病院⑦ 

（３）他の二次救急病院までのアクセスに30分以上要する二次救急病院⑧ 

 

【表４】医師少数スポット（表に記載されている施設の半径４km以内） 

 

 

 

 

  

                                                   
⑥ へき地診療所とは、おおむね半径４kmの区域内に他に医療機関がなく、その区域内の人口が原則として人口1,000人以上
であり、かつ、当該診療所から最寄りの医療機関まで通常の交通機関を利用して30分以上要する診療所のことです。 

⑦ へき地医療拠点病院とは、へき地等において、巡回診療、へき地診療所等への医師派遣や代診医派遣等の実績を有する（又
は当該年度に実施可能）と認められ、都道府県が指定する病院のことです。 

⑧ 二次救急病院とは、入院を必要とする重症の患者に対応する病院群輪番制病院、救急告示病院のことです。 

【種別】 
①：へき地医療拠点病院 ②：へき地診療所 
③：他の二次救急病院までのアクセスに30分以上要する二次救急病院 

圏域名 種別 施設名 所在地

① 山都町包括医療センターそよう病院 上益城郡山都町滝上476番地２

② 北部へき地診療所 上益城郡山都町東竹原285番地１

② 緑川へき地診療所 上益城郡山都町緑川2015番地

② 井無田へき地診療所 上益城郡山都町井無田1294番地３

① 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川1266

③ 小国公立病院 阿蘇郡小国町大字宮原1743

② 産山村診療所 阿蘇郡産山村大字山鹿489番地５

② 阿蘇医療センター波野診療所 阿蘇市波野大字波野2703番地

① 国保水俣市立総合医療センター附属久木野診療所 水俣市久木野833番地

③ 芦北町国民健康保険良尾温泉診療所 葦北郡芦北町大字吉尾24番地４

① 上天草市立上天草総合病院 天草市龍ヶ岳町高戸1419番地９

③ 国民健康保険天草市立河浦病院 天草市河浦町白木河内223番地11

③ 天草市立牛深市民病院 天草市牛深町3050

② 上天草市立湯島へき地診療所 上天草市大矢野町湯島655番地

② 教良木診療所 上天草市松島町教良木2948番地１

② 国民健康保険天草市立御所浦北診療所 天草市御所浦町横浦750番地13

天草

阿蘇

熊本・上益城

芦北
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２．医師確保の方針（目指す姿） 
 ○ 地域医療を担う医師を巡る現状・課題を踏まえ、医師確保の方針（目指す姿）は次の

とおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．今後の施策の方向性 
○ 地域医療を志す医学生・医師の養成 

・ 自治医科大学生、医師修学資金貸与学生及び地域で勤務する医師が、地域で安心して

勤務しながらキャリアを形成するため、熊本県地域医療支援機構を中心として、メンタ

ー制度⑨の導入などによる相談体制の強化やキャリア形成プログラム⑩に基づくきめ細

やかな支援を行います。 

・ へき地等の地域で必要とされる総合診療専門医の更なる増加に向けて、熊本大学や県

内の専門研修基幹施設等と連携し、総合診療に関する情報発信の強化や医師修学資金貸

与医師等の総合診療マインドの醸成及び地域医療実践教育拠点を中心とした地域におけ

る総合診療専門医の養成を推進します。 

・ 令和２（2020）年度及び令和３（2021）年度の入学定員を５人とする地域枠⑪を熊本

大学医学部に設け、地域医療を志す医師を別枠方式で選抜し、医師が不足する地域の医

療機関で勤務する医師の養成・確保を図ります。なお、令和４(2022)年度以降の地域枠

については、地域における医師不足の状況等を勘案しながら、県及び熊本大学で検討を

行います。 

 

○ 地域で安心して勤務しながらキャリアアップできる環境の整備 

                                                   
⑨ メンター制度とは、医師としてのキャリア形成やワークライフバランス等の課題について、豊富な知識と経験を有した先
輩医師（メンター）が、後輩医師（メンティ）からの相談を受け、個別に課題解決へのサポートを行う制度のことです。 

⑩ キャリア形成プログラムとは、医療法の規定に基づき、「医師不足地域における医師の確保」と「医師不足地域に派遣され
る医師の能力開発・向上の機会の確保」の両立を目的として、都道府県が作成するプログラムのことです。 

⑪ 地域枠とは、熊本大学医学部医学科における熊本県内高等学校の卒業見込み者を対象とした推薦入試Ⅱ（地域枠）のこと

です。 

【県全体】 

・ 熊本県の地域医療や医師偏在の状況等を踏まえ、大学病院、県医師会、関係医

療機関及び県がオール熊本で、地域医療を担う医師が安心して勤務しながらキャ

リアアップできる環境を整備することで、地域に定着する医師を増やします。 

・ 各圏域の現状や課題を十分に分析した上で、各圏域が目指す将来の地域医療の

姿を見据えながら、医師確保対策を進めます。 

【各二次医療圏域】 

・ 各地域において目指すべき将来の地域医療の姿を描き、その実現のために必要

な医師の育成・確保を地域全体で進めます。 

・ そのために、各医療機関が勤務環境の改善に取り組むとともに、圏域における

地域医療拠点病院を中心に、医師が地域勤務とキャリアアップを両立できる環境

を構築します。 
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・ 令和６（2024）年度から適用される医師の時間外労働上限規制を見据え、熊本県医療

勤務環境改善支援センターによる地域の医療機関における個々の勤務実態等に応じた支

援を強化します。 

・ 地域で勤務する女性医師の勤務継続や復職を支援するために、メンター制度などの相

談体制の強化をはじめ、短時間勤務制度などの柔軟な勤務体制の普及、病院内保育所整

備などの育児支援等を行います。 

・ 地域における初期臨床研修医⑫や専攻医の安定確保に資する研修プログラムの作成・

運用を支援するとともに、一般社団法人日本専門医機構による専攻医募集定員に関する

シーリング設定等の動きを注視し、県内の初期臨床研修医及び専攻医の確保に向けた国

への施策提案等を行います。 

 

○ 将来の地域医療の姿を見据えた医師派遣 

・ 自治医科大学卒業医師、医師修学資金貸与医師、熊本大学に設置する寄附講座に所属

する医師及び社会医療法人⑬等からへき地診療所に派遣する医師について、地域の実情

を踏まえた一体的な派遣調整を行います。 

・ 退職等により離職した医師の地域勤務を促進するため、「熊本県ドクターバンク⑭」に

よる県内医療機関の情報の発信を強化します。 

・ へき地診療所における安定的な医師確保に向けて、設置主体の市町村とともに、今後

のへき地診療所のあり方についての協議を行い、その結果を踏まえて、へき地診療所に

対する医師の派遣調整を行います。 

 

○ 熊本県地域医療連携ネットワークの構築 

・ 平成31（2019）年４月にスタートした「熊本県地域医療連携ネットワークの構築」は、

地域における安定的な医療提供体制を維持するため、県が圏域ごとに、地域で中核的な

役割を担う病院を熊本県地域医療拠点病院（図５参照）として指定し、地域医療拠点病

院が圏域内の医療機関との連携を深め、支援する体制を構築するものです（図６参照）。 

・ ネットワークの構築に向け、熊本県地域医療支援機構による全体調整の下、県、県医

師会、熊本大学病院及び地域医療拠点病院が連携し、オール熊本で取り組みます。 

 

  

                                                   
⑫ 初期臨床研修医とは、医師法の規定に基づき、大学病院又は臨床研修病院で研修中の医師のことです。 
⑬ 社会医療法人とは、地域住民にとって不可欠な救急医療等確保事業（救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小
児医療）を担う公益性の高い法人として都道府県知事が認定した法人のことです。 

⑭ 熊本県ドクターバンクとは、熊本県が運営する「医師の無料職業仲介所」のことです。県内の医療機関と県内での就業を
希望する医師とをマッチングさせるため、就業のあっ旋・紹介を行います。 
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【図５】熊本県地域医療拠点病院一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図６】熊本県地域医療連携ネットワークのイメージ 
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摘要： 男性 女性

80歳以上：7人

70歳代：17人

40歳代：32人

  ～24 0

合計 147

30～34 8

25～29 3

40～44 18

35～39 12

50～54 17

45～49 14

60～64 18

55～59 18

70～74 11

65～69 15

80～84 5

75～79 6

85～  2

年齢 人

第２部 周産期（産科）医療を担う医師の確保 
 

１．現状・課題 
 ○ 平成28（2016）年の人口10万対産科医師数①は、全国平均8.6人に対して本県8.1

人と、平成22（2010）年以降全国平均を下回っています（図１参照）。 
   また、本県における産科医師は、65歳以上が全体の約26.5％と高年齢化が進んでい

るとともに、次代を担う若手医師が不足傾向にあるため（図２参照）、このままでは技

術的にも円熟した 40歳代が減少し、産科危機的出血②など、緊急性の高い出産への対

応力低下が懸念されます。 
   【図１】人口10万対医療施設従事医師数（主たる     【図２】性・年齢別本県医療施設従事医師数 

診療科：産婦人科、産科）の推移            （主たる診療科：産婦人科・産科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （図１、２とも厚生労働省：「医師・歯科医師・薬剤師調査」を基に熊本県で編成） 

 ○ 平成 29（2017）年の本県への流入分娩総数③（里帰り分娩等）は 1,490件で、産科

医師一人当たり全国５位の 10.14件となり、他都道府県と比較して多く、産科医師一

人当たりの負担増加の一因となっています。 

 ○ 一方、これまで熊本大学を中心に、産科における医療資源の集約化・重点化、周産

期医療圏の再編・統合、産科危機的出血等の容態急変に備えた連携体制の構築など、

限られた医療資源による周産期医療提供体制を構築してきました。その結果、平成28

（2016）年熊本地震直前の５年間において、周産期死亡率④の低さは、全国５位以内に

入り、質の高い周産期医療提供体制を維持しています（表１参照）。 

                                                   
① 産科医師数とは、「医師・歯科医師・薬剤師調査（医師・歯科医師・薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場

所及び診療科名（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにすることを目的に、厚生労働省が２年毎に実施する調査）」

において、主たる診療科を「産婦人科」又は「産科」とした医療従事医師数です。 
② 産科危機的出血とは、前置・低置胎盤、巨大子宮筋腫、既往帝王切開、癒着胎盤疑い、羊水過多・巨大児誘発分娩、

多胎などによる大量出血です。 
③ 流入分娩総数とは、当該年間総分娩数から総出生数を除いたものです。 
④ 周産期死亡率とは、妊娠満22週以後の死産数と生後１週未満の死亡数（早期新生児死亡数）の和を、出生数と妊娠満

22週以降の死産数の和（１千件単位）で除した比率です。 

【平成30年三師調査結果に差し替え】 
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年 H23 H24 H25 H26 H27 H28※

周産期死亡率
（都道府県順位）

3.1
（43位）

3.1
（45位）

2.9
（44位）

2.8
（44位）

2.8
（43位）

3.2
（34位）

※熊本地震の影響

 

   【表１】本県における周産期死亡率（出産１千対）と都道府県順位の推移 

 

 

 

   （厚生労働省：「人口動態調査」を基に熊本県で作成） 

 

２．医師確保の方針（目指す姿） 
 ○ 周産期（産科）医療を担う医師をめぐる現状・課題を踏まえ、産科医師確保の方針

（目指す姿）は次のとおりとします。 

 

 

 

 

３．今後の施策の方向性 
 ○ 産科医師の養成数増加への支援及び県外産科医師の誘致 

  ・ 産科医師を増加させるため、現役医学生及び初期臨床研修医への働きかけを支援

します。また、特に首都圏など、比較的産科医師が確保されている県外の産科医師

を本県に誘致するため、働きかけを進めます。 

  ・ 産科医師を確保するため、医療機関による研修医及び産科医師の処遇改善の取組

みを支援します。 

 

 ○ 勤務環境の改善による産科医師の負担軽減の推進 

  ・ 産科医師の業務負担軽減のため、院内助産所や助産師外来の開設、助産師等コメ

ディカルの産科領域のスキル向上など、産科医師から他職種へのタスクシフティン

グに取り組む医療機関を支援します。 

  ・ 病院内保育所（病児・病後児保育を含む）を支援し、出産後の女性医師の復帰や

就労継続を推進します。 

  ・ 「くまもとメディカルネットワーク⑤」の活用などによる母体等の情報共有を図り、

共診や遠隔地からの診療相談等を推進します。 

 

 

                                                   
⑤ くまもとメディカルネットワークとは、県内の医療機関をはじめ、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス施設・

事業所など関係機関をネットワークでつなぎ、患者や利用者の診療・調剤・介護に必要な情報を共有し、医療や介護サ

ービスに活かすシステムです。（URL：http://kmn.kumamoto.med.or.jp/） 

  限られた医療資源の中で質の高い周産期医療を提供してきたこれまでの体制を

維持しながら、産科医師を目指す環境を整えることによって、産科医師総数を増

やします。 

http://kmn.kumamoto.med.or.jp/
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順位 都道府県名
産科医師
偏在指標

1 東京都 18.0

- 全国平均 12.8

47 熊本県 8.2

 

 

 ○ 周産期医療提供体制の維持・整備 

  ・ 熊本大学を中心として、医療資源の集約化・重点化等により地域における産科医

師数を確保します。 

  ・ 分娩監視モニター講習会や周産期救急対処能力向上研修等により、産科危機的出

血等の周産期救急に対応する医師、助産師、看護師の知識及び技術向上を支援しま

す。 

  ・ 携帯電話配備による周産期ホットライン体制の継続や、医療機能の階層化（周産

期母子医療センター／地域周産期中核病院／病院・診療所）により、医療機関まで

のアクセスに時間を要する地域における周産期医療提供体制を強化します（図３参

照）。 

  ・ 不足しがちな新生児の医療を担える人材を養成・確保するため、医療機関による

小児科専攻医養成時の新生児科の研修を継続するとともに、新生児担当医師の処遇

改善の取組みを支援します（再掲：第３部 小児医療を担う医師に確保に記載）。 

【参考】産科医師偏在指標について 
 ○ 産科医師偏在指標とは、医師の偏在状況を相対的に比較することを目的に、医療需

要、将来の人口・人口構成の変化、医師の性別・年齢分布を基に算定される指標です。

具体的には、「分娩件数１千件当たりの産科医師数（性別・年齢階級別の平均労働時間

を加味）」により算定されます。 

 ○ 相対的医師少数都道府県は、全国の47都道府県の医師偏在指標の値を一律に比較し、

下位33.3％に該当する都道府県のことです。 

本県は、産科医師偏在指標が

8.2と全国で最も低く、相対的

医師少数都道府県になります

（表２参照）。 

   【表２】産科医師偏在指標 

 

 

 

 

 

 ○ 産科医師偏在指標は、全国の

医師偏在の状況を相対的に示

す指標であることから、医師確

保対策の実施にあたっては、指

標のみに捉われず、地域の現状

【図３】各周産期医療圏における分娩取扱医療機関の分布 
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摘要： 男性 女性

名 （うち男性183名、女性77名）

年齢 人

85～  3

80～84 1

2

65～69 33

75～79 10

70～74 10

9

7

50～54 29 19 10

60～64 28

55～59 24

35～39 27

45～49 27

40～44 36

  ～24 0

30～34 24

25～29 8

21

260合計

16

1116

3

21 12

24 4

618

3

35

1

1

1

720

20

や課題をしっかりと分析する必要があります。 

第３部 ⼩児医療を担う医師の確保 
 

１．現状・課題 
 ○ 平成 28（2016）年の人口 10万対小児科医師数①は、全国平均 13.3人に対して本県

14.7人と、平成８年以降全国平均を上回っています（図１参照）。 

   本県における小児科医師は、各年代で均衡のとれた年齢構成ですが（図２参照）、熊

本地震により影響を受けた小児循環器医療や新生児医療、増加傾向の発達障がい児へ

の対応など、多様な小児関連診療科目に対応できるよう、引き続き、小児科医師数を

維持する必要があります。 

   また、女性医師の割合は、医師全体が約18.0％であるのに対して、小児科医師では

29.6％と高く、35歳から44歳では42.9％とその傾向が顕著です（図２参照）。特に新

生児集中治療室（ＮＩＣＵ）の診療や、夜間に急変しやすいという小児の特徴がある

中、出産・育児の負担が生じやすい女性医師が働き続けられる環境整備が必要です。 
   【図１】人口10万対医療施設従事医師数          【図２】性・年齢別本県医療施設従事医師数 

       （主たる診療科：小児科）の推移             （主たる診療科：小児科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （図１、２とも厚生労働省：「医師・歯科医師・薬剤師調査」を基に熊本県で編成） 

 ○ 現在、本県では、「小児救急から入院医療」における医療機能の階層化と複数医師の

配置、「新生児医療」におけるＮＩＣＵ増床と周産期母子医療センター及び地域新生児

中核病院の連携、「医療的ケア児」に関する相談機能や人材育成のセンター化など、患

者の重症度に応じた医療を提供しています。 

   併せて、これまで熊本大学を中心に、小児科における医療資源の集約化・重点化、

小児医療圏の再編・統合など、限られた医療資源を最大限に活用した小児医療提供体

                                                   
① 小児科医師数とは、「医師・歯科医師・薬剤師調査（医師・歯科医師・薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事

場所及び診療科名（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにすることを目的に、厚生労働省が２年毎に実施する調査）」

において、主たる診療科を「小児科」とした医療従事医師数です。 

【平成30年三師調査結果に差し替え】 
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制を構築しています。 

 

２．医師確保の方針（目指す姿） 
 ○ 小児医療を担う医師をめぐる現状・課題を踏まえ、小児科医師確保の方針（目指す

姿）は次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

３．今後の施策の方向性 
 ○ 小児科医師の養成数増加への支援及び県外小児科医師の誘致 

  ・ 小児科医師を目指す医師を増加させるため、現役医学生及び初期臨床研修医への

働きかけを支援します。また、県内の研修環境を整えることで県外への流出を抑制

するとともに、県外からの小児科医師誘致の働きかけを進めます。 

  ・ 不足しがちな新生児や障がい児の医療を担える人材を養成・確保するため、医療

機関による小児科専攻医養成時の新生児科等の研修を継続するとともに、新生児担

当医師の処遇改善の取組みを支援します。 

 

 ○ 勤務環境の改善による小児科医師の負担軽減 

  ・ 小児科医師の業務負担軽減のため、ＮＩＣＵ等を担う高度な技術を要する看護職、

特定行為看護師等コメディカルの小児科領域のスキル向上など、小児科医師から多

職種へのタスクシフティングに取り組む医療機関を支援します。 

  ・ 病院内保育所（病児・病後児保育を含む）を支援し、出産後の女性医師の復帰や

就労継続を推進します。 

  ・ 子ども医療電話相談（＃8000）を継続し、保護者等への適正受診を啓発します。 

 

 ○ 小児医療提供体制の維持・整備 

  ・ 熊本大学を中心として、医療資源の集約化・重点化等により地域における小児科

医師数を確保します（図３参照）。 

  ・ 医療機能の階層化（小児救命救急センター・高度小児専門医療／入院・小児救急

／初期小児救急）や、入院医療機関への医師の複数配置、携帯電話配備による周産

期ホットライン体制の継続、地域周産期中核病院における新生児蘇生技術の向上、

「小児在宅医療支援センター」や「小児訪問看護ステーション相談支援センター」

による相談対応・小児医療関係者への研修等により、患者の重症度に応じた医療提

供体制を引き続き整備します（図４、図５、図６参照）。 

  限られた医療資源の中で、質の高い小児医療を提供してきたこれまでの体制を

維持しながら、小児科医師を目指す環境を整えることにより、均衡のとれた年齢

構成で小児科医師総数を維持します。 
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熊本市

荒尾市

玉名市

南関町

長洲町

和
水
町

菊池市

大津町

菊陽町

合志市

南小国町

小国町

産山村

高森町

西原村

御船町

嘉島町

益城町

甲佐町

山都町

宇城市

宇土市

八代市

芦北町

津奈木町

水俣市

人吉市
錦町

あさぎり町

多良木町

湯前町

水上村

相良村

五木村

山江村

球磨村

天草市

上天草市

苓北町

山鹿市

阿蘇市

南阿蘇村

美里町

玉
東
町

氷
川
町

天草圏域

熊本中央圏域

有明・鹿本圏域

八代圏域

球磨圏域

芦北圏域

菊池圏域病 院 6カ所

診療所 37カ所

小児科医 12人

病 院 3カ所

診療所 26カ所

小児科医 20人

病 院 25カ所

診療所 162カ所

小児科医 170人

病 院 3カ所

診療所 20カ所

小児科医 11人

病 院 8カ所

診療所 25カ所

小児科医 19人

病 院 4カ所

診療所 19カ所

小児科医 9人

病 院 3カ所

診療所 11カ所

小児科医 19人

順位 都道府県名
小児科医師
偏在指標

1 鳥取県 169.0

26 熊本県 107.9

- 全国平均 106.2

47 茨城県 82.1

 

 

【参考】小児科医師偏在指標について 
 ○ 小児科医師偏在指標とは、医師の偏在状況を相対的に比較することを目的に、医療

需要、将来の人口・人口構成の変化、医師の性別・年齢分布を基に算定される指標で

す。具体的には、「年少人口②（性別・年齢階級別の受療率を加味）10万人当たりの小

児科医師数（性別・年齢階級別の平均労働時間を加味）」により算定されます。 

 ○ 相対的医師少数都道府県は、全国の47都道府県の医師偏在指標の値を一律に比較し、

下位33.3％に該当する都道府県のことです。 

   本県は、小児科医師偏在指標 107.8で、相対的医師少数都道府県には該当しません

（表１参照）。 

 ○ 小児科医師偏在指標は、全国の医師偏在の状況を相対的に示す指標であることから、

医師確保対策の実施にあたっては、指標のみに捉われず、地域の現状や課題をしっか

りと分析する必要があります。 

 

   【表１】小児科医師偏在指標      【図３】各小児医療圏における小児医療機関・医師の分布 

 

 

 

  

 

 

  

                                                   
② 年少人口とは、15歳未満の人口です。 
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【小児医療圏毎の分布】

熊本市

荒尾市

玉名市

南関町

長洲町

和
水
町

菊池市

大津町

菊陽町

合志市

南小国町

小国町

産山村

高森町

西原村

御船町

嘉島町

益城町

甲佐町

山都町

宇城市

宇土市

八代市

芦北町

津奈木町

水俣市

人吉市

錦町

あさぎり町

多良木町

湯前町

水上村

相良村

五木村

山江村

球磨村

天草市

上天草市

苓北町

山鹿市

阿蘇市

南阿蘇村

美里町

玉
東
町

氷
川
町天草圏域

熊本中央圏域

有明・鹿本圏域

八代圏域

球磨圏域
芦北圏域

小児救命救急センター

小児救急医療拠点病院

天草地域医療センター

（小児科医 ３人）

菊池圏域

休日夜間急患センター

準夜間急患センター
＊輪番制による１日当たりの体制

熊本赤十字病院

（小児科医 １８人）
熊本地域医療センター

（小児科医 ４人）

荒尾市医師会

（小児科医 ２人／日＊）

玉名市医師会

（小児科医等 １人／日＊）

八代市医師会

（小児科医 １人＋総合診療医 １人／日＊）

一定の入院医療を提供できる病院

（各地域の中核となる病院）

公立玉名中央病院

（小児科医３人）

熊本再春医療センター

（小児科医 ６人）

熊本大学病院

（小児科医 ４２人）

熊本医療センター

（小児科医 ４人）

熊本市民病院

（小児科医 １４人）
熊本中央病院

（小児科医 ５人）

熊本労災病院

（小児科医 ５人）

水俣市立総合医療センター

（小児科医 ４人）

人吉医療センター

（小児科医 ３人）

【小児医療圏毎の分布】

熊本市

荒尾市

玉名市

南関町

長洲町

和
水
町

菊池市

大津町

菊陽町

合志市

南小国町

小国町

産山村

高森町

西原村

御船町

嘉島町

益城町

甲佐町

山都町

宇城市

宇土市

八代市

芦北町

津奈木町

水俣市

人吉市
錦町

あさぎり町

多良木町

湯前町

水上村

相良村

五木村

山江村

球磨村

天草市

上天草市

苓北町

山鹿市

阿蘇市

南阿蘇村

美里町

玉
東
町

氷
川
町天草圏域

熊本中央圏域

有明・鹿本圏域

八代圏域

球磨圏域

芦北圏域

NICU・GCU整備済
（総合周産期母子医療センター）

地域新生児中核病院

小児専門医療を担う病院

かつ地域産科中核病院

熊本労災病院

（小児科医 ５人）

人吉医療センター

（小児科医 ３人）

水俣市立総合医療センター

（小児科医 ４人）

天草地域医療センター

（小児科医 ３人）

菊池圏域

NICU・GCU整備済
（地域周産期母子医療センター）

熊本赤十字病院

（小児科医 １８人）

福田病院

小児科医 ８人 うち

新生児専門医 ２人

熊本大学病院

小児科医 ４２人 うち

新生児専門医 ４人

熊本市民病院

小児科医 １４人 うち

新生児専門医 ３人

【図４】小児救急～入院医療に関する医療機関と医師の分布（令和元（2019）年10月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５】新生児医療に関する医療機関と医師の分布（令和元（2019）年10月１日現在） 
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【小児医療圏毎の分布】

熊本市

荒尾市

玉名市

南関町

長洲町

和
水
町

菊池市

大津町

菊陽町

合志市

南小国町

小国町

産山村

高森町

西原村

御船町

嘉島町

益城町

甲佐町

山都町

宇城市

宇土市

八代市

芦北町

津奈木町

水俣市

人吉市
錦町

あさぎり町

多良木町

湯前町

水上村

相良村

五木村

山江村

球磨村

天草市

上天草市

苓北町

山鹿市

阿蘇市

南阿蘇村

美里町

玉
東
町

氷
川
町

天草圏域

熊本中央圏域

有明・鹿本圏域

八代圏域

球磨圏域

芦北圏域

熊本再春医療センター

（小児科医 ６人）

菊池圏域

はまゆう療育園

（小児科医 ２人）

くまもと芦北療育医療センター

（小児科医 ９人）

熊本県こども総合療育センター

（小児科医 ４人）

小児在宅医療支援センター

（小児科医 ２人）

くまもと江津湖療育医療センター

（小児科医 ７人）

【図６】医療的ケア児に関する医療機関と医師の分布（令和元（2019）年10月１日現在） 
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第４部 評価指標 
 

指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① 自治医科大学卒業

医師及び医師修学

資金貸与医師の地

域の医療機関への

配置人数 

21人 

（平成31（2019）年４月） 

46人 

（令和５（2023）年度） 

両医師の令和５（2023）年度におけ

る配置見込み人数（単年度）を設定。 

② 県内の総合診療専

門研修プログラム

の修了者数及び専

攻医数（累計） 

10人 

（平成31（2019）年３月） 

30人 

（令和５（2023）年度） 

計画期間中に専攻医となる自治医科

大学卒業医師及び医師修学資金貸与

医師等のうち、年間５人が総合診療

専門研修プログラムに従事するもの

として設定。 

③ 勤務環境改善計画
①の策定病院数 

65施設 

（平成31（2019）年４月） 

120施設 

（令和５（2023）年度） 

県内の全病院（211施設）の約60％

に当たる病院での策定を目指す。 

④ 熊本県ドクターバ

ンク制度により県

内の医療機関に就

業した医師数 

（累計） 

12人 

（令和元（2019）年10月） 

20人 

（令和５（2023）年度） 

これまでの年間就業医師数の最大値

（2人）を踏まえて設定。 

 

  

                                                   
① 勤務環境改善計画とは、医療法に基づき厚生労働省が定める「医療勤務環境マネジメントシステムに関する指針」に
より、医師や看護師等の医療従事者の勤務環境の改善に関して、病院又は診療所の管理者に作成が求められている計画

のことです。 
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第３章 熊本県外来医療計画 

１．現状と課題 

 ○ 全国的な傾向と同様、県内においても無床診療所の開設が都市部に集中しており、

また、診療所医師の高齢化が進んでいることから、診療所の医師数及び高齢化の割合

ともに地域間での差が大きくなっています。（図１参照） 

 ○ 県内の医療機関のうち、平成30（2018）年の病院数は平成10（1998）年と比較して

微減、一般診療所は微増となっていますが、一般診療所の内訳をみると、有床診療所

が半減する一方で、無床診療所は増加しています。（図２参照） 

 ○ これまで地域の外来医療を支えてきた既存の診療所について、後継者不足等の理由

による閉鎖や有床診療所の無床化が進んでいます。 

 ○ 医師の専攻医志向に伴い、診療科の専門化が進む中で、地域の医療機関に総合診療

医が増加しておらず、かかりつけ医としての機能が低下している状況が指摘されてい

ます。 

 ○ 初期救急では、県内全ての地域において、郡市医師会ごとの在宅当番医制①があり、

初期救急患者の受入れにおいて中心的な役割を担っています。また、熊本市などでは、

休日夜間急患センター②等の取組みにより、多くの初期救急患者を受け入れています。 

 ○ 在宅当番医へ協力する医師の高齢化が進み、偏在があるなど、医師一人一人の負担

が増加しており、学校医③では、各地域において学校医を担う医師の負担が増加してい

るとの意見があり、より一層の分化・連携の取組みが必要です。（図３、４参照） 

 ○ 外来医療については、これまで医師会や医療機関間の自主的な取組みに委ねられて

きたため、分化・連携を進めていくためには、地域医療構想調整会議④での協議に必要

なデータのさらなる収集や整理が課題となっています。 

 ○ 医療機器の共同利用の面では、地域ごとに機器の導入・利用状況が異なるため、医

療機器の導入状況を可視化し、また、これまで地域医療支援病院⑤を中心に行われてき

た医療機器の共同利用をさらに進めていく必要があります。（表１参照） 
 

  

                                                   
① 在宅当番医制とは、郡市医師会が当番病院・診療所を決め、休日に比較的軽症の救急患者の診療にあたる制度です。 
② 休日夜間急患センターとは、休日や夜間の初期救急患者に対応する医療機関です。 
③ 学校医とは、学校保健安全法に基づき学校に置かれる医師で、学校保健計画等の立案の参与や、保健指導や健康診断
に従事することとされています。 

④ 地域医療構想調整会議とは、医療法に基づき県が設置している会議で、地域における将来の目指すべき医療提供体制
の実現のため、県全体及び二次保健医療圏域ごとに設置され、医療関係者、保険者、市町村などが参加し協議を行って

います。 
⑤ 地域医療支援病院とは、紹介患者に対する医療の提供、医療機器等の共同利用等を通じて、かかりつけ医を支援する
能力を備え、かつ一定の構造設備等を有し、知事（熊本市内の病院は熊本市長。）が承認した病院です。 



21 
 

【図１】県内の診療所医師の状況   

 

 

※人口は2018年１月の住民基本台帳のもの（以下、同じ） 

 

【図２】県内の医療施設数の推移 

 

（厚生労働省「医療施設調査」（平成30年分は熊本県医療政策課調べ）を基に熊本県医療政策課作成） 
 

【図３】人口１０万人当たりの在宅当番医数 

   
（厚生労働省「救急医療体制の現況調べデータ（平成30年4月1日時点」を基に熊本県医療政策課作成点） 
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【図４】学校医1人当たりの児童・生徒数 

 

（熊本県教育委員会作成「平成30年度学校一覧」（平成30年5月1日時点）及び熊本県医師会調べ「学

校医数」（令和元年10月18日時点）を基に熊本県医療政策課作成） 

※私立学校及び定時制高校を除く 

 

【表１】 

①県内の主な医療機器の配置状況                  単位：台 

二次医療圏名 ＣＴ ＭＲＩ ＰET マンモグラフィー 
放射線治療 

（体外照射） 

熊本・上益城 134 72 6 36 16 
宇城 16 4 0 4 0 
有明 31 9 0 14 1 
鹿本 12 4 0 1 0 
菊池 24 10 0 3 1 
阿蘇 7 6 0 2 0 
八代 20 7 0 6 1 
芦北 13 3 0 1 0 
球磨 20 8 1 4 1 
天草 27 11 0 8 1 

厚生労働省「平成29年医療施設調査」より 

※一般診療所の放射線治療（体外照射）の台数については、一部推計値となっている。 
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各地域の意⾒ 
 ○ 本県では、外来医療計画を策定するにあたり、地域の現状や課題を整理するため、

二次医療圏又は医師会ごとにワーキング等を設置しました。そのワーキング等で出さ

れた現状や課題に関する意見のうち、主なものは次のとおりです。 

 ＜初期救急に関すること＞ 

・ 医師会ごとに当番医の人数や高齢化の状況が異なるため、負担感が大きく異なる。 

・ 休日夜間急患センターにおいて開業医の高齢化や医師の意識の変化等から協力医

の確保が困難になっている。 

・ 患者像の変化によりスタッフ確保や質的転換が必要である。 

・ 複数の医師会が協力した在宅当番医体制の構築が必要である。 

・ 医師の高齢化を背景とした診療所の減少の中、地域全体で初期救急に対する議論

を深めることが最も重要な課題となっている。 

・ 休日の初期救急には対応できるが、医師の数が不足しているため、夜間の初期救

急に対応できていない。 

・ 当番医の専門領域と患者の症状が合致せず、他医療機関へ紹介するケースも多い。 

・ 休日夜間に対応できる院外処方の薬局が少なく、診療に支障をきたしている。 

・ 医師及び医療従事者の確保が困難であり、現状維持も危惧される。 

・ 独居老人等の増加で軽症でも救急利用になるケースが増加している。 

・ 診療科によって日曜日のみの実施体制や在宅当番医制を行っていない科もある。

小児科については、広域化対応の状況である。 

・ 本来対応が必要な患者だけでなく、仕事等の理由で休日に受診する患者がいるな

ど、受診に関する普及啓発が必要。 

 ＜学校医＞ 

・ 広範囲に点在する小規模校を一人で担当することで負担が生じている地域がある。 

・ 後継者が見つからずに高齢医師が無理して学校医を継続している事例がある。 

・ 専門科以外の領域の診察を要望されるため、専門医の対応が必要でないか。 

・ 児童数の増加と医師の高齢化による対応医師の減少により、医師一人当たりの負

担が増加している。 

・ 外来診療で手一杯であり、学校医との時間配分に大変苦慮している。 

・ 診療科ごとに負担が大きく異なり、耳鼻科や眼科について負担が大きい。 

・ 診療科によっては遠方の学校医を受け持つ状況にある。 

 ＜予防接種＞ 

・ １医療機関に負担が集中しないような対応が必要ではないか。 

・ 外来診療との時間配分が困難なうえ、接種スケジュール等の複雑化による医療過

誤発生が懸念。また、請求事務が煩雑で負担である。 

・ 管内の診療所の小児科医が少なく、地域からの要望も多い。 

 ＜産業医＞ 

・ 資格の維持が困難である。 
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・ 企業が多数立地しているため、医師一人当たりの負担が大きくなっている。 

・ 外来診療との時間配分が困難なうえ、産業医の更新手続きが負担となっている。 

 ＜在宅医療＞ 

・ 医師の数が不足しているため、夜間の在宅医療には対応できていない。 

・ 人員や設備を増やすための財政的支援もないため、苦慮している。 

・ 急変時受入体制も含めた在宅医療の体制づくりが必要。 

・ 住民が在宅医療について詳しく知らないという現状もあるため、在宅医療に関す

る地域住民への普及啓発も必要。 

 ＜その他の意見＞ 

・ かかりつけ医として総合診療可能な医師の育成が必要である。 

・ 既存の診療所の継続や若手医師への開業支援として事業承継制度の検討が必要で

ある。 
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【参考】厚⽣労働省が⽰した外来医師偏在指標等 

・ 外来医師偏在指標とは、地域ごとの外来医師の偏在状況を相対的に比較することを目

的に、厚生労働省令に基づき医療需要、人口構成とその変化、患者の流出入、医師の性

別・年齢分布等を基に算定される指標です（表４参照）。 

・ 外来医師多数区域は、全国の335二次医療圏の外来医師偏在指標の値を一律に比較し、

上位33.3％が外来医師多数区域となります。（表４参照） 

・ 外来医師偏在指標は地域の外来医師偏在の状況を相対的に示す指標ですが、指標のみ

に捉われず、地域の現状や課題をしっかりと分析する必要があります。 

【表２】厚生労働省が示した外来医師偏在指標、外来医師多数区域 

二次医療圏名 
診療所の外来
医師偏在指標 

全国 
順位 

多数区域 
人口10万当たりの

診療所医師数(人)

［再掲］ 

患者流出数 

(人/日) 

患者流入数 

(人/日) 

熊本・上益城 124.2 40 ○ 100.4 2,161 6,818 

宇城 88.3 233  69.8 1,639 980 

有明 104.5 125  84.3 1,995 558 

鹿本 91.8 208  75.4 619 496 

菊池 99.8 151  69.6 2,462 1,889 

阿蘇 133.3 24 ○ 64.2 1,353 89 

八代 107.7 100 ○ 92.8 771 461 

芦北 103.1 138  77.8 375 342 

球磨 91.4 210  77.6 234 196 

天草 104.7 120  74.6 741 125 

令和元年度厚生労働省提供データより   

※ 患者の流出入については、患者調査(2017年)の県内・県外の外来患者流出・流入数データを、Ｎ

ＤＢ(2017年度)の病院＋一般診療所における初再診・在宅医療の診療分データの都道府県内二次医

療圏間流出入割合に応じて集計したもの。 
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２．外来医療の方針（目指す姿） 

 ○ 地域医療における外来医療を取り巻く現状・課題を踏まえ、外来医療の方針（目指

す姿）は次のとおりとします。 

 

 

 

 

３．今後の施策の方向性 

 ○ 外来医療の分化・連携 

  ・ これまで行われている初期救急や公衆衛生、在宅医療などの各分野の会議等に加

えて、各地域医療構想調整会議において、外来医療全体に関する議論を行い、外来

医療の分化・連携に取り組んでいきます。 

 外来医療の分化・連携の状況 
 外来を担う医療機関の開廃状況等 
 病床機能に加えて、外来機能の一体的な協議 
 医療機器の新規購入希望者（更新含む）に共同利用の意向の確認 

  ・ これまで医師会で行ってきた在宅当番医制などの分化・連携のための取組みにつ

いて、継続した取組みを求めていきます。 

  ・ 熊本県医師会をはじめ、熊本大学病院や県、関係団体が連携し、「くまもとメディ

カルネットワーク」⑥など、ＩＣＴを活用した取組みを推進していきます。 

 ○ 外来医療を担う医師の養成・確保 

  ・ 熊本大学病院との連携等により、総合診療専門医など地域の外来医療を担う医師

を養成し、地域における診療体制の維持や定着のための取組みを行っていきます。 

  ・ 事業承継制度等の後継者確保のための対策について、関係機関と連携し検討を進

めていきます。 

  ・ 県内で病院や一般診療所を新規開業する医師に対して、届出の際に、初期救急、

公衆衛生分野、在宅医療等の外来医療の分化・連携への協力についての意向を確認

します。  

                                                   
⑥ くまもとメディカルネットワークとは、県内の医療機関をはじめ、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス施設・

事業所など関係機関をネットワークでつなぎ、患者や利用者の診療・調剤・介護に必要な情報を共有し、医療や介護サ

ービスに活かすシステムです（URL：http://kmn.kumamoto.med.or.jp/）。 

○ 外来医療の分化・連携を推進し、外来医療を担う医師を養成・確保することで、

住民に身近な外来医療を維持する。 

http://kmn.kumamoto.med.or.jp/
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第４章 計画の実現に向けて 
 

１．計画の推進体制 
○ 県では、医師の確保及び偏在解消を通じた地域医療の充実強化を図るため、令和元

（2019）年７月に医療法の規定に基づく「熊本県地域医療対策協議会」を設置しまし

た。また、平成25（2013）年10月に設置した「熊本県地域医療支援機構」において

は、従前から、地域医療に従事する医師のキャリア形成支援など医師の地域定着に向

けた取組みが行われているほか、医療機関の勤務環境改善に向けた「熊本県医療勤務

環境改善支援センター」を平成27（2015）年２月に設置しています。また、県内の周

産期（産科）医療を協議する「熊本県周産期医療協議会」を平成15（2003）年４月に、

小児医療を協議する「熊本県小児医療体制検討会議」を平成18（2006）年８月に設置

しています。今後はこれらの機関等との密接な協調と連携により医師確保計画を推進

します。 

○ 更に、県では、二次医療圏域単位で設置した「地域医療構想調整会議」で病床機能

と外来機能の分化・連携を進めることとしており、外来医療計画の推進も図っていき

ます。 

 

 

２．計画の進⾏管理  
○ 本県では、上記の協議会等に加え、第７次熊本県保健医療計画の作成・推進に関し

て必要な事項を協議するために「熊本県保健医療推進協議会」を設置しており、医師

確保計画及び外来医療計画についても、同協議会において計画の進捗を報告し、意見

等を伺いながら、計画に基づく施策を着実に推進していきます。 

 

 


